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① 固有権説

② 伝来説

→学説は一般に伝来説を支持。

→地方自治という制度を、憲法上、わが国の統治の仕組みの一
部として位置づけ、「制度的に保障する」こととされた。
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① 地方自治の本旨（憲法第92条）

• 地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱は、国の法律で定めることを明らかにしている。（＝法律
の留保）

② 地方公共団体の組織（憲法第93条）

• 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直
接これを選挙する。

③ 地方公共団体の権能（憲法第94条）

• 団体自治の原理の具体化として、地方公共団体の権能を定める。
• 自治行政権 「行政を執行する権能」

※憲法第65条「行政権は、内閣に属する。」についての内閣法制局長官答弁

「憲法94条の自治体の行政執行権を「除いた」のが、内閣の行政権である。

• 自治立法権；条例制定権は、憲法に根拠。

④ 地方自治特別法（憲法第95条）

• 「一の地方公共団体のみに適用される特別法」（地方自治特別法）は、「その地方公共団体の住民の投票」
で「過半数の同意」が必要であることを規定。

• 住民投票の具体的な手続きは自治法§261及び§262に規定。
• 住民投票にかからしめる趣旨

1)特定の地方公共団体だけを特別に取り扱い、地方公共団体の平等性を侵すおそれがあること。
2)住民の意思に反して、特定の地方公共団体の権能や住民の権利義務が変更されるおそれがあること。

• これまでに15の法律があるが、昭和26年以降の実例なし
ex.広島平和記念都市建設法（昭和24年7月7日投票）、熱海国際観光温泉文化都市建設法（昭和25年6月26日投票）、

軽井沢国際親善文化観光都市建設法（昭和26年7月18日投票） 5
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 「住民自治」と「団体自治」の二つの要素

 住民自治

地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素

→ 93条

 団体自治

地方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責
任の下でなされるという自由主義的・地方分権的要素

→ 94条
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地方自治法§1－3、§8、§252－19、§252－22、§252－26－3

普通地方公共団体

※その組織、事務、権能
等が一般的、普遍的なも
の。

都道府県

市町村

指定都市要件：人口50万以上の市のうちから政令で指定

中核市要件：人口30万以上の市の申出に基づき政令で指定

特例市要件：人口20万以上の市の申出に基づき政令で指定

その他の市要件：人口5万以上ほか

町村

特別地方公共団体

特別区 ※大都市の一体性及び統一性の確保の観点から導入されている制度

地方公共団体の組合
財産区
地方開発事業団 ※特定の目的のために設置されるもの



 市町村

基礎的な地方公共団体（法§2③）

住民に最も身近な普通地方公共団体であり、住民の日常生活に直結
する事務処理を幅広く包括的に任務とする

 都道府県

市町村を包括する広域の地方公共団体（法§2⑤）

11



1868年 政体書布告、府藩県三治の制

1869年 版籍奉還

1871年 廃藩置県 3府306県→3府72県

府県統廃合

1888年 香川県設置 １道3府43県

1943年 都制施行 1都1道2府43県

1947年 地方自治法施行 1都1道2府42県

1972年 沖縄県復帰 1都1道2府43県

12



1888年 M21 71,314

「明治の大合併」

市制町村制の施行に伴い、行政上の目的（教育、徴税、土木、救済、
戸籍の事務処理）に合った規模と自治体としての町村の単位（江戸時
代から引き継がれた自然集落）との隔たりをなくすために、町村合併標
準提示（明治21年 6月13日内務大臣訓令第352号）に基づき、約300～
500戸を標準規模として全国的に行われた町村合併。結果として、町村
数は約５分の１に。

1889年 M22 市39 計15,859

1922年 T11 市91 町1,242 村10,982 計12,315 

1945年 S20 市205 町1,797 村 8,518 計10,520
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 「昭和の大合併」

戦後、新制中学校の設置管理、市町村消防や自治体警察の創設の
事務、社会福祉、保健衛生関係の新しい事務が市町村の事務とされ、
行政事務の能率的処理のため規模の合理化が求められた。

昭和２８年の町村合併促進法（第３条「町村はおおむね、８０００人以
上の住民を有するのを標準」）及び昭和３１年の新市町村建設促進法
により、「町村数を約３分の１に減少することを目途」とする町村合併
促進基本計画（昭28年10月30日閣議決定）の達成を企図。

なお、約8000人という数字は、新制中学校１校を効率的に設置管理
していくために必要と考えられた人口。

昭和２８年から昭和３６年までに、市町村数はほぼ３分の１に。

 1947年（S22） 10,505 → 1961年（S36） 3,472
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地方分権の推進等の中で、与党の「市町村合併後の自治体数を１０００を目標とする」と
の方針を踏まえ、自主的な市町村合併を推進

・「平成の大合併」の背景とポイント
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（西尾勝）

 政治主導の道州制論議

←「平成の大合併の進展」による

①市町村合併の進展による市町村数の減少

②政令市、中核市、特例市の増加

③条例による事務の移譲

○第28次地方制度調査会「道州制のあり方に関する答申」（H18.2.28）

 市町村合併の進展等による影響

 都道府県の区域を越える広域行政課題の増大

 地方分権改革の確かな担い手

→現行の都道府県のままで社会経済情勢の変化に対応が可能か
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 「州庁」設置案（行政制度審議会、1927年）

 地方総監府（1945年）

 「広域地方行政制度に関する諸案」

（行政調査部、1948年）

 「行政事務再配分に関する第２次勧告」

（地方行政調査委員会議、1951年）

 「地方制度の改革に関する答申」

（第４次地方制度調査会、1957年）

 「府県合併に関する答申」

（第10次地方制度調査会、1965年）

都道府県合併特例法案（1966年他国会提出、廃案）
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 第27次地方制度調査会答申（2003.11.13）

➣ 都道府県の自主合併手続きの整備 →H16（2004）自治法改正

➣ 二層制を前提、都道府県を廃し、広域自治体としての道州を設置

➣ 機関委任事務の復活を否定

➣ 連邦制を否定

 第28次地方制度調査会「道州制のあり方に関する答申」（2006.2.28）

➣ 道州制検討の方向

①地方自治を充実強化、②自立的で活力ある圏域の実現、③国と地方を通じた効率的な行政システム構築

➣ 道州制の基本的な制度設計

① 広域自治体として都道府県に代えて道州を置く。道州及び市町村の二層制。
②道州の区域
③道州への移行は原則として全国同時。ただし、関係都道府県と国の協議により先行して移行できる。
④ 都道府県の事務は大幅に市町村に移譲し、道州は広域事務を担う役割。国（特に地方支分部局）の事務は、できる限り

道州に移譲。
⑤ 執行機関としての長と、議決機関としての議会を置く。長と議員は道州の住民が直接選挙。長の多選は禁止。
⑥税財政制度；適切な税源移譲。偏在度の低い地方税体系を実現。適切な財政調整制度を検討。
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1. 連邦制国家を構成する単位国家としての「州」「邦」「共
和国」等を想定している構想

2. 国の直下に位置する国の第一級地方総合出先機関を
想定している構想 （地方総監府）

3. 国の第一級地方総合出先機関としての性格と広域自治
体としての性格とを併せ持つ融合団体を想定している構
想 （第4次地制調）

4. 都道府県よりも原則として広域の、都道府県と並存する
新しいもう一層の広域自治体を想定している構想

5. 都道府県に代わる新しい広域自治体を想定している構
想（第２７次及び第２８次地制調）
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○ 道州制特区推進法（2006.12.13） 北海道を道州制の特別モデル区域と位置づけ

○ 道州制ビジョン懇談会の設置（2007.2） →2010.2廃止

「道州制の導入時期および工程表については、最終報告書で明示するが、おおむね10年後、2018年までに道州制に
完全移行すべきであると考える。」（中間報告）

○ 自民党「道州制基本法案（骨子案）」（2012.9.5）
 都道府県を廃止して道州を設置
 市町村の区域を基礎として基礎自治体を設置
 道州と基礎自治体の二層制
 国の役割を極力限定して、内政に関わる事務を道州に移譲、都道府県の事務は基礎自治体へ移譲

○ 全国知事会

 道州制は、真の分権型社会を実現するためのものであって、国の都合による行財政改革や財政再建の手段では
決してない。また、道州制の議論にかかわらず、地方分権改革を着実に推進しなければならない。（2007.1）

 基本法案には、道州制の必要性、理念や姿が具体的かつ明確に示されなければならない。その上で、国の出先機
関の廃止や中央府省の解体再編を含む国と地方双方のあり方を見直す抜本的な改革であることが明記されるべき。
（2013.7）

○ 全国市長会

 基礎自治体の権能拡大に伴い市町村合併が前提となることへの懸念や、地方分権改革が停滞することへの懸念
 我々の声をよく聞いて地方分権改革を推進すべき

○ 全国町村会

① 地方分権の名を借りた新たな集権体制を生み出す
② 税源が豊かで、社会基盤が整っている大都市圏への集中を招き、地域間格差は一層拡大する
③ 道州における中心部と周縁部の格差も広がり、道州と住民との距離が遠くなり、住民自治が埋没する懸念がある

④ 道州制の導入により市町村合併がさらに強制されれば、農山漁村の住民自治は衰退の一途をたどり、ひいては国
の崩壊につながるとして強く反対
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 「地域における事務」及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理す
ることとされるものを処理（法§2②）

 原則

市町村優先の原則、補完性の原則

 都道府県

市町村を包括する広域の地方公共団体として、次の事務を処理する。

１）広域にわたる事務（広域事務）

２）市町村に関する連絡調整の事務（連絡調整事務）

３）その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認め
られる事務（補完事務）

 市町村

都道府県が処理するものとされるものを除き、一般的に、事務を処理する。
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 大阪府と大阪市を解体して新大阪都に

 大阪市内の24区は、中核市並みの権限と財源を持つ５つの特別区に再編

 都は大阪全体の成長戦略や景気対策・雇用対策、インフラ整備などの広域行政

 特別区は基礎自治体として教育や医療、福祉などの住民サービス

 「分権化」「集権化」「民営化」 の３本の柱

「体制維新－大阪都」文春新
書、橋下徹・堺屋太一著
大阪維新の会HP より 29
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2012.8.29 産経新聞より

○大都市地域における特別区の設置に関する法律
（平成24年法律第80号）

一、人口二百万以上の指定都市等

二、関係市町村及び関係道府県は、特別区設置協議会
を設置

三、特別区設置協定書は、特別区の設置に関し必要な
事項を記載。事務分担、税源の配分、財政の調整の
在り方に関し政府が措置を講ずる必要があるときは、
あらかじめ総務大臣に協議

四、特別区設置協定書につき、関係市町村・道府県議
会の承認

五、関係市町村において、特別区の設置について投票

六、全ての関係市町村で有効投票の総数の過半数の
賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特
別区の設置を申請

七、申請に基づき、総務大臣が特別区を設置
必要があれば、法制上の措置
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◇地域審議会 → １７７団体（６４５審議会）

◇地域自治区（合併特例） → ３０団体（６５自治区）

◇合併特例区 → ２団体（３特例区）

◇地域自治区（一般制度） → １５団体（１４５自治区）

（参考）平成１１年４月１日～平成２６年３月３１日までの市町村合併件数 ６４８件

平成２６年４月１日現在
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 市区町村の一部で財産又は公の施設の管理又は処分をする権能を有す
るもの

 市制町村制施行当時からある制度。昭和の大合併の際にも、合併の円滑
化のために活用された。

 原則として、固有の議会、執行機関を持たない。

ただし、必要があると認めるときは、知事は、議会の議決を経て市区町村
の条例を設定し、財産区の議会又は総会を設けることができる。

また、市区町村は、条例で、財産区に財産区管理会を設けることができる。

※財産区管理会－住民意思反映のための審議会。市区町村長から委
任を受けて、財産等の管理をすることができる。
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 4,019区 （４５２市町村）

 内訳

山林 1,908、墓地 608、用水路・沼地 712、

宅地 217、原野 262、その他の土地 270

公民館 7、上水道 2、その他 33

 機関等

管理会 1,787、議会 658、総会 21、機関設けず 1,553

 地域分布

市町村数 大阪府31、長野県29、福島県・静岡県・兵庫県24

区数 大阪府660区、兵庫県518区、岡山県432区
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○ 根拠条文
地方自治法第284条～第291条

○ 財源
①負担金②手数料③その他（地方債など）
※税による収入はなし。
交付税は、構成団体に対して交付。

地方公共団体の事務の共同
処理の改革に関する研究会
報告書より作成
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○ 根拠条文
地方自治法第291条の2～第291条の13

○ 財源
①負担金②手数料③その他（地方債など）
※税による収入はなし。
交付税は、構成団体に対して交付。 地方公共団体の事務の共同

処理の改革に関する研究会
報告書より作成
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○ 根拠条文
地方自治法第252条の2～第252条の6

○ 財源

協議会の経費は、関係普通地方公共団体が負担・支弁し、その方法は
規約で定める。

地方公共団体の事務の共同
処理の改革に関する研究会
報告書より作成
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地方公共団体の事務の共同
処理の改革に関する研究会
報告書より作成

○ 根拠条文
地方自治法第252条の7～第252条の13

○ 財源

機関等の共同設置に要する経費は、関係普通地方公共団体が負担し、
規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算に計上して支出する。
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○ 根拠条文
地方自治法第252条の14～第252条の16

○ 財源

委託事務に要する経費は、すべて、委託をした普通地方公共団体が受
託をした普通地方公共団体に対する委託費として予算に計上し、負担す
べきその経費の支弁の方法は規約の中で定める。

地方公共団体の事務の共同
処理の改革に関する研究会
報告書より作成
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